
平成２３年９月市議会定例会提出予定案件

（諮 問）

１ 人権擁護委員推薦につき意見を求めることについて

（議 案）

１ 茨木市公平委員会委員選任につき同意を求めることについて

２ 茨木市固定資産評価審査委員会委員選任につき同意を求めることについて

３ 茨木市市民栄誉賞受賞者の選定につき同意を求めることについて

４ 災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について

５ 茨木市非常勤職員の報酬等に関する条例の一部改正について

６ 茨木市スポーツ振興審議会条例の一部改正について

７ 茨木市市税条例等の一部改正について

８ 茨木市花園二丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の制定に
ついて

９ 市営土地改良事業の計画変更について

10 町及び字の区域並びに名称の変更等について

11 市道路線の認定について

12 市道路線の変更について

13 平成２３年度大阪府茨木市一般会計補正予算（第２号）

（認 定）

１ 平成２２年度大阪府茨木市一般会計決算認定について

２ 平成２２年度大阪府茨木市財産区特別会計決算認定について

３ 平成２２年度大阪府茨木市国民健康保険事業特別会計決算認定について

４ 平成２２年度大阪府茨木市老人保健医療事業特別会計決算認定について

５ 平成２２年度大阪府茨木市後期高齢者医療事業特別会計決算認定について

６ 平成２２年度大阪府茨木市介護保険事業特別会計決算認定について

７ 平成２２年度大阪府茨木市公共下水道事業特別会計決算認定について

８ 平成２２年度大阪府茨木市水道事業会計決算認定について
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（報 告）

１ 平成２２年度大阪府茨木市一般会計及び特別会計決算に係る主要な施策の成果並びに
健全化判断比率及び資金不足比率の報告について

２ 平成２２年度下半期大阪府茨木市財政状況報告について

３ 平成２２年度茨木市教育委員会事務管理執行状況の点検及び評価の報告について
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諮問第 3号 人権擁護委員推薦につき意見を求めることについて

す み た に か ず ゆ き

○ 現 委 員 隅 谷 一 之

○ 任 期 平成２５年１２月３１日（現委員死亡のため）
初就任 平成１９年１０月１日 ２期目（任期３年）

○ 選任予定者

議案第49号 茨木市公平委員会委員選任につき同意を求めることについて

き た が わ ま さ ひ こ

○ 現 委 員 喜多川 雅 彦

○ 任 期 平成２３年１０月２６日任期満了
初就任 平成１９年６月７日 ２期（任期４年）

○ 選任予定者

議案第50号 茨木市固定資産評価審査委員会委員選任につき同意を求めることについて

や ま も と こ う じ

○ 現 委 員 山 本 晃 嗣

○ 任 期 平成２３年９月２４日任期満了
初就任 平成８年９月２５日 ５期（任期３年）

○ 選任予定者

議案第51号 茨木市市民栄誉賞受賞者の選定につき同意を求めることについて

〇 茨木市市民栄誉賞規則第２条第１項の規定に基づく提案
そ う ま よ し え

○ 受 賞 者 相 馬 芳 枝

○ 選 定 理 由 世界化学年にあたり 「国際純正・応用化学連合（ 」が創設、 ）IUPAC
した「女性化学賞」を、本市在住の相馬芳枝氏が受賞されたことに
対し、その栄誉を顕彰するため、受賞者として選定する。
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議案第52号 災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について

〇 災害弔慰金の支給等に関する法律の一部改正に伴う所要の改正

・改正内容
災害弔慰金の支給範囲に兄弟姉妹を追加

（平成２３年３月１１日以後の災害から適用）

・施 行 日 公布の日

議案第53号 茨木市非常勤職員の報酬等に関する条例の一部改正について

〇 スポーツ振興法の全部改正に伴う審査会委員及び非常勤嘱託員の名称の変更

・改正内容
①審査会委員の名称変更

「スポーツ振興審議会委員」 → 「スポーツ推進審議会委員」
②非常勤嘱託員の名称変更

「体育指導委員」 → 「スポーツ推進委員」

・施 行 日 公布の日

議案第54号 茨木市スポーツ振興審議会条例の一部改正について

〇 スポーツ振興法の全部改正に伴う所要の改正

・改正内容
①設置根拠法の改正

「スポーツ振興法」 → 「スポーツ基本法」
②審議会の名称及び条例名の変更

「茨木市スポーツ振興審議会」 → 「茨木市スポーツ推進審議会」
「茨木市スポーツ振興審議会条例」 → 「茨木市スポーツ推進審議会条例」

③所掌事務の名称変更
「市のスポーツ振興計画に関すること」

→ 「市のスポーツ推進計画に関すること」

・施 行 日 公布の日
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議案第55号 茨木市市税条例等の一部改正について

〇 地方税法等の一部改正に伴う所要の改正

・改正内容
①個人市民税の寄附金税額控除の適用下限額の引下げ

５,０００円 → ２,０００円
②市民税等に係る不申告に関する過料の上限の引上げ

３０,０００円 → １００,０００円
③上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に係る軽減税率（10％）の２年延長、並

びに非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措
置の導入時期を２年延長

④地方自治法の一部改正に伴い 「地方開発事業団」の文言を削除、

・施 行 日 ①、③、④公布の日
②公布の日から起算して２月を経過した日

議案第56号 茨木市花園二丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条
例の制定について 10頁参照

○ 区域内における建築物の制限を定めることにより適正な都市機能と健全な都市環境
の確保を図る。

主な内容
・用途の制限（以下の建築物以外は建築してはならない ）。

･･･ ①一戸建ての住宅
②一戸建ての住宅で建築基準法施行令第130条の３に掲げるもの
③診療所及び診療所兼用住宅（患者の収容施設があるものを除く ）。
④集会所（近隣住民の集会の用に供するものに限る ）。
⑤①～④の建築物に附属する自動車車庫

・敷地面積の最低限度･･･１００㎡以上
・高さの最高限度･･･１０ｍ以下
・垣又はさくの構造の制限･･･ブロック塀その他これに類するものは、①高さが

０.６ｍ以下 ②門 ③門の袖で長さが２ｍ以下
・罰則･･･ 規定に違反した場合、500,000円以下の罰金
・施 行 日 公布の日
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議案第57号 市営土地改良事業の計画変更について 11頁参照

〇 市営土地改良事業〔農村振興総合整備事業（茨木北部地区 〕の計画変更について、）
土地改良法第９６条の３第１項の規定に基づき、議会の議決を求める。

・変更内容
総事業費 ２３３,０００千円 → ２５３,０００千円

議案第58号 町及び字の区域並びに名称の変更等について 12～13頁参照

〇 地方自治法第２６０条第１項の規定に基づき、町及び字の区域並びに名称を変更す
る。

・変更する区域
①安威川地区 大字桑原・大字大門寺の区域の一部を変更し、山手台新

町一丁目・山手台新町二丁目・山手台新町三丁目を新設
②真砂・玉島台地区 真砂二丁目・真砂三丁目・玉島台の区域の一部を変更

し、真砂玉島台を新設

議案第59号 市道路線の認定について

〇 新規路線整備に伴う路線認定 ４０路線

・開発行為等により移管を受けたもの ４０路線

議案第60号 市道路線の変更について

〇 新規路線整備に伴う既認定の起終点の変更 ９路線

・開発行為等により移管を受けたもの ５路線
・寄附を受けたもの ２路線
・安威川ダム建設事業に関連するもの ２路線
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議案第61号 平成２３年度大阪府茨木市一般会計補正予算（第２号）

〇 補正額 318,601千円 （補正後 83,173,402千円 － 補正前 82,854,801千円）

（歳 入） （歳 出）
・分担金及び負担金 1,257千円 ・物件費 166,127千円
・国庫支出金 △9,989千円 ・扶助費 14,912千円
・府支出金 △5,144千円 ・補助費等 51,218千円
・財産収入 118,131千円 ・投資的経費 86,344千円
・寄附金 1,000千円
・繰越金 213,346千円

・債務負担行為補正
（追加）保育所建設補助事業 117,150千円

産業情報サイトリニューアル事業 24,610千円

認定第 1号 平成２２年度大阪府茨木市一般会計決算認定について

(平成21年度)
・歳 入 決 算 額 ８１,６８５,８６８,８６５円 (80,545,309,156円)

・歳 出 決 算 額 ７９,３５０,０９２,３１６円 (79,407,241,317円)

・歳入歳出差引額 ２,３３５,７７６,５４９円 (1,138,067,839円)

・翌年度へ繰越すべき財源 １,５６４,９６４,４０７円 (482,841,650円)

・実 質 収 支 ７７０,８１２,１４２円 (655,226,189円)

認定第 2号 平成２２年度大阪府茨木市財産区特別会計決算認定について

(平成21年度)
・歳 入 決 算 額 ５,８２６,１４５,４９６円 (5,922,595,730円)

・歳 出 決 算 額 １２５,１３１,００３円 (114,266,861円)

・歳入歳出差引額 ５,７０１,０１４,４９３円 (5,808,328,869円)

認定第 3号 平成２２年度大阪府茨木市国民健康保険事業特別会計決算認定について

(平成21年度)
・歳 入 決 算 額 ２５,１４９,０６３,１３６円 (24,557,127,220円)

・歳 出 決 算 額 ２４,９８７,７３５,０９６円 (24,330,073,567円)

・歳入歳出差引額 １６１,３２８,０４０円 (227,053,653円)
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認定第 4号 平成２２年度大阪府茨木市老人保健医療事業特別会計決算認定について

(平成21年度)
・歳 入 決 算 額 ９,６２７,２８７円 (32,643,445円)

・歳 出 決 算 額 ９,６２７,２８７円 (23,314,549円)

・歳入歳出差引額 ０円 (9,328,896円)

認定第 5号 平成２２年度大阪府茨木市後期高齢者医療事業特別会計決算認定について

(平成21年度)
・歳 入 決 算 額 ２,５５１,８０５,５６９円 （2,368,323,238円）

・歳 出 決 算 額 ２,４６６,０４１,０７６円 （2,286,566,662円）

・歳入歳出差引額 ８５,７６４,４９３円 （81,756,576円）

認定第 6号 平成２２年度大阪府茨木市介護保険事業特別会計決算認定について

(平成21年度)
・歳 入 決 算 額 １１,７７５,１９６,７０３円 (11,164,815,451円)

・歳 出 決 算 額 １１,５４４,３８９,３９５円 (10,923,044,035円)

・歳入歳出差引額 ２３０,８０７,３０８円 (241,771,416円)

認定第 7号 平成２２年度大阪府茨木市公共下水道事業特別会計決算認定について

(平成21年度)
・歳 入 決 算 額 ８,１２９,７７９,６５２円 (8,600,314,245円)

・歳 出 決 算 額 ８,１１３,３５６,４３８円 (8,582,342,107円)

・歳入歳出差引額 １６,４２３,２１４円 (17,972,138円)

・翌年度へ繰越すべき財源 ６,０２１,０００円 （7,653,500円)

・実 質 収 支 １０,４０２,２１４円 (10,318,638円)
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認定第 8号 平成２２年度大阪府茨木市水道事業会計決算認定について

（収益的収支） （平成21年度）
・収 入 決 算 額 ５,６８８,９７４,７７５円 (5,894,064,603円)

・支 出 決 算 額 ５,４０６,１８２,９９０円 (5,763,145,680円)

・収入支出差引額 ２８２,７９１,７８５円 (130,918,923円)

（資本的収支）
・収 入 決 算 額 ２６０,６４８,６０５円 (652,955,545円)

・支 出 決 算 額 １,２８６,８４４,５６０円 (2,063,464,055円)

・収入支出差引額 △１,０２６,１９５,９５５円 (△1,410,508,510円)

報告第17号 平成２２年度大阪府茨木市一般会計及び特別会計決算に係る主要な施策の
成果並びに健全化判断比率及び資金不足比率の報告について

〇 地方自治法第２３３条第５項による主要な施策の成果並びに地方公共団体の財政の
健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項による健全化判断比率及び資
金不足比率に関する報告

報告第18号 平成２２年度下半期大阪府茨木市財政状況報告について

〇 平成２３年３月３１日現在の財政状況の報告

報告第19号 平成２２年度茨木市教育委員会事務管理執行状況の点検及び評価の報告に
ついて

〇 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２７条第１項による茨木市教育委員会
事務管理執行状況の点検及び評価の報告
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地区計画及び地区整備計画の区域

凡　　例

議案第 ５６ 号資料 

都市整備部 審査指導課 

花園二丁目地区地区計画 計画図 

太田小学校 

太田茶臼山古墳 

名神高速道路 

花園一丁目

花園二丁目

太田三丁目
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  議案第 ５７ 号 資料
        産業環境部農林課

延長 L=240ｍ→400ｍ

延長 L=590ｍ→540ｍ

延長 L=240ｍ

延長 L=240ｍ→400ｍ

延長 L=590ｍ→540ｍ

延長 L=270ｍ→350ｍ

延長 L=560ｍ→270ｍ

延長 L=240ｍ

延長 L=200ｍ

延長 L=290ｍ

延長 L=200ｍ
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議案第 ５８ 号 資料 

大字大門寺

新設する区域

凡　　例

大字桑原 

山手台東町 

山手台四丁目

山手台三丁目

山手台五丁目 

山手台新町三丁目

山手台新町一丁目

山手台新町二丁目

都市整備部 都市政策課 

町及び字の区域並びに名称の変更等について 
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議案第 ５８ 号 資料 

 

若園町 

玉島台 

玉島一丁目 

真 砂 玉 島 台 

真砂二丁目

真砂三丁目

野々宮一丁目 

新設する区域

凡　　例

都市整備部 都市政策課 

町及び字の区域並びに名称の変更等について 
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平成２３年度一般会計補正予算(第２号)総括表

(単位：千円・％)

特 定 財 源 一 般 財 源

12
分 担 金
及 び 負 担 金

1,257 1,257

14 国 庫 支 出 金 △ 9,989 △ 9,989

15 府 支 出 金 △ 5,144 △ 5,144

16 財 産 収 入 118,131 118,131

17 寄 附 金 1,000 1,000

19 繰 越 金 213,346 213,346

318,601 △ 12,876 331,477

82,854,801 29,198,815 53,655,986

83,173,402 29,185,939 53,987,463

補正前の予算額 Ｂ

農村振興総合整備事業分担金 1,257

農村振興総合整備事業補助金 　　 △18,500
障害者介護給付費等負担金           7,455

一般寄附金 1,000

純繰越金 213,346

（歳  入）

左 の 内 訳
予 算 額款

補正後の予算額
           Ａ＋Ｂ

備 考

緊急雇用創出基金事業費補助金    △34,699
地域支え合い体制づくり事業補助金  25,000
障害者介護給付費等負担金           3,727

補    正    額 Ａ

不動産売払収入　118,131
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平成２３年度一般会計補正予算(第２号)総括表

(単位：千円・％)

人 件 費 物 件 費 扶 助 費 補 助 費 等

02 総 務 費 14,208 11,454 2,754

03 民 生 費 48,355 △ 8,476 14,912 41,919

04 衛 生 費 36,522 4,957 765 30,800

06 農 林 水 産 業 費 △ 36,456 △ 36,456

07 商 工 費 8,433 8,433

08 土 木 費 137,700 85,000 5,700 47,000

10 教 育 費 109,839 64,759 80 45,000

318,601 166,127 14,912 51,218 86,344

82,854,801 15,077,785 15,149,622 23,311,017 5,398,175 9,975,577 13,942,625

83,173,402 15,077,785 15,315,749 23,325,929 5,449,393 10,061,921 13,942,625

消 費 的 経 費

（歳  出）

補正後の予算額
           Ａ＋Ｂ

補    正    額 Ａ

補正前の予算額 Ｂ

予 算 額款
そ の 他 の
経 費

投 資 的
経 費
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1  基本方針
（１）純繰越金及び財産収入を活用し実施する事業

　① 節電及び二酸化炭素（ＣＯ２）削減など環境負荷の低減を図るため、生涯学習セ

　　 ンターきらめきや市営駐車場の照明機器、防犯灯及び街路灯のＬＥＤ化を行う。

　② 将来のまちの発展と安全で安心な市民生活を確保するため、ＪＲ新駅の設置やＪ

　　 Ｒ茨木駅東口駅前広場の再整備、ＪＲ茨木駅西口の信号機設置に伴う交差点改良

　　 事業等を行うとともに、教育環境の整備を図るため、小学校の校舎プールの改修

     を行う。

　③ 法改正に伴い、障害者福祉サービスを増額する。

（２）府の補助金を活用し実施する事業

　①「地域支え合い体制づくり事業」として、市と福祉事業所等が連携した高齢者等

   の徘徊ＳＯＳ支援システムの導入や公民館の設備改修等を行う。

　② 英語教育の推進を図るため、「使える英語プロジェクト事業」を実施する。

　③ 緊急雇用対策として、さらなる雇用創出事業を行う。

2 主な内容

（１）純繰越金及び財産収入を活用し実施する事業

　① 節電及び環境負荷低減に向けたLED化の推進
（単位：千円）

35,000
生涯学習センター
きらめきの照明機
器のＬＥＤ化

各種講座受講者等の利用者の多い生涯学習センターきらめ
きの照明機器をＬＥＤ照明に交換する。

35,000

47,000

９月補正予算の内容について

一般財源
c=a-b

ＬＥＤ照明推進事業

内　容　等
事業費
a

特定財源
b

事　業

市営駐車場の照明
機器のＬＥＤ化

２４時間稼働を基本とする市営駐車場５施設の照明機器を
ＬＥＤ照明に交換する。
[対象駐車場]
 中央公園、阪急茨木北口、ＪＲ茨木北、阪急茨木西口、
 ＪＲ茨木東口

120,000 3,360 116,640

7,640

47,000

街路灯のＬＥＤ化
経年化に伴う更新及び計画的実施の第一歩として、街路灯
をＬＥＤ照明に交換する。

防犯灯のＬＥＤ化
犯罪件数の多い市内８交番の管轄区域における防犯灯をＬ
ＥＤ照明に交換する。
【歳入】防犯灯ＬＥＤ化促進事業補助金（府）

11,000 3,360

合　　　　計 120,000 3,360 116,640

27,000 27,000
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　② 将来のまちの発展及び安全で安心な市民生活の確保、教育環境の整備を図る事業

（単位：千円）

　③ 法改正に伴い追加する事業
（単位：千円）

11,182 3,730

耐震対策推進事業
補助金の追加

申請件数の増加に伴い、木造２階建て戸建住宅の耐震診断
及び耐震改修に対する補助金を追加する。
【歳入】社会資本整備総合交付金（国・府）

5,700 4,260 1,440

民間建築物の耐震化支援 5,700 4,260 1,440

合　　　　計 14,912

障害者福祉サービ
スの追加

障害者自立支援法の改正に伴い、グループホーム・ケア
ホーム利用者の家賃助成及び重度視覚障害者の外出を支援
する同行援護事業を行う。
【歳入】障害者介護給付費等負担金（国・府）

14,912 11,182 3,730

一般財源
c=a-b

事業費
a

事業費
a

特定財源
b

11,182 3,730

一般財源
c=a-b

都市基盤整備事業 47,000 47,000

事　業 内　容　等

事　業

特定財源
b

25,000
ＪＲ新駅設置に伴
う予備設計

東海道本線（ＪＲ京都線）摂津富田・茨木間新駅設置に伴
う予備設計を行う。

25,000

12,000

ＪＲ茨木駅東口駅
前広場再整備に係
る調査

ＪＲ茨木駅東口駅前広場の再整備に伴う既存建物等の補償
費の調査委託を行う。

10,000 10,000

ＪＲ茨木駅西口の
交差点改良

ＪＲ茨木駅西口ロータリーの信号機設置に伴い、交差点改
良工事を行う。

12,000

障害者福祉サービス 14,912

内　容　等

45,000

4,260 93,440

45,000

合　　　　計

小学校の校舎及び
プール改修工事

小学校の校舎屋上防水及びプール改修工事を行う。 45,000

97,700

学校施設整備事業 45,000
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（２）府補助金を活用し実施する事業

　① 協働による地域支え合い体制づくりの推進
（単位：千円）

　② 小中学校における英語教育の充実
（単位：千円）

コミュニティセン
ターへの健康増進
器具の設置

高齢者等徘徊ＳＯ
Ｓシステムの導入

増加する徘徊高齢者等の発見に向け、市と事業所等が連携
した探索依頼情報配信システムを導入する。

4,851 4,214 637

712 619 93
障害福祉会館交流
販売コーナーの設
置

かしの木園に福祉作業所等の授産製品の販売コーナーを設
置するとともに各種イベント時にも販売するため移動ワゴ
ンを購入する。

公民館施設の設備
等充実

施設利用者の利便性の向上のためトイレの洋式化及びス
ロープや手すりの設置を行うとともに、健康増進のため血
圧計及びシートマッサージャーを設置する。

17,380 15,099 2,281

事　業 内　容　等
事業費
a

特定財源
b

ともしび園のグラ
ウンド開放

28,777 25,000

利用者の健康増進を図るため、血圧計及びシートマッサー
ジャーを設置する。

660 573

地域支え合い体制づくり事業

各種情報提供の充実と来館者等の交流を図るため、文字及
び音声による電子案内看板を設置する。

993 863 130

125

3,777

一般財源
c=a-b

87

951 826

79

地域福祉ネット
ワークのモデル実
施

公民館等を福祉に関する相談拠点とするモデル実施に必要
な備品等の購入及び民生委員への研修を行う。
（※当初予算措置済み）

（※2,630） 2,285 345

街かどデイハウス
の介護予防事業ス
タッフの養成

障害福祉センター
電子案内看板の設
置

521

事業費
a

特定財源
b

3,77728,777 25,000合　　　　計

介護予防事業の指導者の資質向上を図るため、指導スタッ
フ養成研修の参加を支援する。

600

障害者の活動の場を広げるため開放するグラウンドに日除
け設備等を設置する。

98
使える英語プロ
ジェクト事業

自分の考えや意見を英語で伝えられる生徒の育成を目標に
太田小・中学校を研究指定校として、ＮＥＴ（外国人英語
指導員）等を活用した実践的な英語教育に取り組む。
【歳入】使える英語プロジェクト事業補助金（府）

1,696 1,598

一般財源
c=a-b

使える英語プロジェクト事業 1,696 1,598 98

事　業 内　容　等

合　　　　計 1,696 1,598 98
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　③ さらなる緊急雇用対策の実施
（単位：千円）

（３）寄附金収受に伴い追加する事業 （単位：千円）

事業費
a

特定財源
b

一般財源
c=a-b

療育事業の充実 1,000 1,000

予防接種事務事業

法改正等により対象者が増大する各種予防接種事業の円滑
な実施に向け、書類審査事務やデータ入力等を担う事務員
を雇用する。
新規雇用 2人

事　業 内　容　等

ごみ集積所情報活
用高度化事業

市内に点在するごみ集積所を確認しＧＩＳ化するととも
に、新設・廃止等に伴う異動情報のデータ整理業務を担う
事務員を雇用する。
新規雇用 1人

819 819

1,638 1,638

国民年金制度円滑
実施支援事業

法改正等による年金システムの改修や年金受給者の実態把
握等により増大する事務に対応するため事務員を雇用す
る。
新規雇用 1人

819 819

地域福祉ネット
ワーク円滑実施支
援事業

公民館等を福祉に関する相談拠点とするモデル事業の円滑
な実施のため、ケース記録の整理等事務的補助を担う事務
員を雇用する。
新規雇用 3人

2,457

古文書等文化財資
料調査研究事業

郡山宿本陣等に保管されている古文書や関札等の資料を整
理し目録を作成するため、調査員を雇用する。
新規雇用 2人

2,124 2,124

収税データ電子化
事業

事務の効率化を目指し口座振替データを紙ベースから電子
化するため、事務員を雇用する。
新規雇用 1人

産業情報サイトリ
ニューアル事業

産業情報サイト「あい・きゃっち」のリニューアルのため
委託業者で失業者を雇用し、市内企業への訪問調査や新た
なＷｅｂサイトを構築することで営業活動の実践的技能や
Ｗｅｂ管理技術等の習得に取り組む。
新規雇用 7人

8,433

2,457

緊急雇用創出事業 17,109 17,109

特定財源
b

819 819

すくすく教室、あ
けぼの学園、ばら
親子教室の療育用
備品等の充実

市民からの療育事業の充実に向けた寄附金収受に伴い、す
くすく教室等の療育用備品等を購入する。
ベンチ 4台、クライミングボード 1台、お絵かきボード 3台、
ウェイブバランス平均台 3組、ボールプール 1台 ほか

1,000 1,000

一般財源
c=a-b

合　　　　計 17,109 17,109

8,433

事　業 内　容　等
事業費
a

合　　　　計 1,000 1,000
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（４）債務負担行為の補正 （単位：千円）

産業情報サイトリ
ニューアル事業

緊急雇用創出基金事業費補助金（府）を活用し実施する産
業情報サイトリニューアル事業について、債務負担行為の
期間及び限度額を設定する。
[期　間]　平成24年度
[限度額]　24,610千円

保育所建設補助事
業

債務負担行為

事　業 内　容　等

24,610

安心こども基金（府）を活用し整備する（仮称）くるみ敬
愛保育園に対する建設補助金について、債務負担行為の期
間及び限度額を設定する。
[期　間]　平成23年度～平成24年度
[限度額]　117,150千円

限度額

117,150
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